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医薬品成分を含有する製品の発見について  
 令和４年４月１４日（木）、ＳＮＳを通じて購入したダイエット用健康食品を摂取した市

民から健康被害の届出があったため、当該製品を国立医薬品食品衛生研究所で検査した結

果、医薬品成分のシブトラミンが検出されました。 
 この製品を摂取すると健康被害が起こるおそれがあるため、摂取している方は直ちに摂

取を中止し、健康被害が疑われる場合には速やかに医療機関を受診するとともに、西宮市

保健所にご連絡ください。 
 市民の皆様は、購入や摂取をしないよう注意してください。 

なお、いわゆる健康食品において医薬品成分を含むものは医薬品とみなされ、厚生労働

大臣の承認を受けずに製造販売することは、「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全

性の確保等に関する法律」で禁止されています。  
１．健康被害の状況 
 市民がＳＮＳを通じて福岡市の販売者から入手したダイエット用健康食品を摂取して体

調不良となりました。 
主たる症状は、動悸、口喝、頭痛、めまい等です。なお、当該市民は当該製品の摂取を

中止しており、現在は回復しています。 
  
２．健康被害が疑われる製品の概要 
（１）摂取時期 
  令和４年３月１４日～令和４年３月末 
（２）製品名 
  ① Ｄｅｔｏｘｅｒｅｔ ゼリー（セロリと海藻の風味） 
  ② Ｄｅｔｏｘｅｒｅｔ ゼリー（ブラックカカオ蜂蜜風味） 
（３）形状 
  ゼリー状（別添写真のとおり） 
（４）検出された医薬品成分 
  ① シブトラミン（１袋中に２１．９ｍｇ検出） 
  ② シブトラミン（１袋中に２３．７ｍｇ検出） 
（５）検査機関 
  国立医薬品食品衛生研究所  
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（６）検査結果判明日 
  令和４年６月６日  
３．市の対応 
（１） 市のホームページに当該製品等を掲載し周知するとともに、購入や摂取の中止など

の注意喚起を行いました。（掲載先：トップページ→健康・福祉→健康・保健所情報

→医事・薬事→医薬品成分を含有する製品の発見について） 
（２） 当該製品の販売者を所管する福岡市へ通報し、対応を依頼しました。  
４．市民への注意喚起 

・ この製品を摂取すると健康被害が起こるおそれがあるため、摂取している方は直ちに

摂取を中止し、健康被害が疑われる場合には速やかに医療機関を受診するとともに、

西宮市保健所にご連絡ください。 
・ 市民の皆様は、購入や摂取をしないよう注意してください。  

５．参考 
 シブトラミンは国内で医薬品としては承認されていません。 
 作用：中枢性食欲抑制作用 
 副作用：血圧上昇、心拍数増加、頭痛、口喝、便秘、鼻炎等   
【市民からのお問い合わせ先】 
西宮市健康福祉局保健所保健総務課 
担 当：薬事チーム 
電 話：０７９８－２６－３７７５  
【この記事に関するお問い合わせ先】 
西宮市健康福祉局保健所保健総務課 
担 当：小出 
電 話：０７９８－２６－３１２０       
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